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仙北市農業委員会



平成２４年  第８回仙北市農業委員会総会議事録  

１．開催日時  平成２４年６月８日（金）午前９時００分  

２．開催場所  仙北市役所西木庁舎総合開発センター集会室  

３．出席委員  (２４人 ) 

       １番  藤  村  紀  章       ２番  佐  藤    和  

       ３番  野  中  秀  人       ５番  糸  井    淳  

       ６番  倉  橋  重  基       ８番  大  山  久  雄  

       ９番  鈴  木  八寿男      １０番  藤  川    栄  

      １２番  青  柳  良  成      １３番  真  崎  純  孝  

      １４番  高  橋  政  敏      １５番  門  脇  博  美  

      １６番  山  手  善  美      １７番  石郷岡  勇  一  

      １８番  千  葉  惣  永      １９番  佐  藤  善  栄  

      ２０番  藤  原  由  悦      ２１番  田  村  博  美  

      ２２番  山  本    實      ２３番  佐  藤  孝  典  

      ２４番  藤  村  隆  清      ２５番  辻      均  

      ２６番  沢  山  純  一      ２７番  羽  川  正  幸  

４．欠席委員  (３人 ) 

       ４番  三  浦    猛       ７番  新  山  昌  樹  

      １１番  黒  沢  龍  己  

５．議事日程  

    第１  開会宣言                                 

第２  会長挨拶                                 

第３  議事録署名員並びに会議書記の指名                     

  第４  会務諸報告                                

  第５   

   １．報   告  

     （１）平成２４年度仙北市農業施策に関する建議書について（回答）  



     （２）農地改良届出書について  

     （３）農地法第３条の３第１項の規定による届出について  

     （４）農地の転用事実に関する回答書について  

   ２．議   事  

    （１）議案第２７号    

       農地法第３条の規定による許可申請に対する可否決定について  

    （２）議案第２８号    

       農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する可否決定について  

    （３）議案第２９号  

       農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用集積計画に対する意見決定に  

       ついて  

    （４）議案第３０号  

       現況非農地証明願に対する可否決定について  

    （５）その他  

  第６  閉    会  

６．事務局職員  

    事務局長  田  口  安  業       参   事  竹  下  義  博  

    主   任  藤  原  正  輝       主   任  小木田  満  洋  

７．書    記  

        主   任  小木田  満  洋  

８．議事録署名員  

         １５番  門  脇  博  美       １６番  山  手  善  美  

９．会議の概要  

 議   長    ただ今から平成２４年第８回仙北市農業委員会総会を開会いたします。  

 議   長    皆さん田植えも終わって一段落しているところだと思います。私も水曜日

に終わりまして、ほっとしているところです。これからの天候しだいでは、

作業の遅れも取り戻せるのではないかと期待しているところでもあります



が、こればかりは我々がどう頑張ってもどうにもならないことです。南の方

では梅雨入りしたという地域もあるようです。そろそろこちらも梅雨入りす

るのかなと心配しているところでございます。  

 議   長    それでは、本日の総会への出席委員は２４名。欠席委員は３名です。よっ

て、本総会は定足数に達しております。  

 議   長    次に、議事録署名員並びに会議書記の指名をこちらからしてよろしいでし

ょうか。  

        『異議なし』の声  

 議   長    それでは議事録署名員に１５番門脇委員、１６番山手委員両名を指名しま

す。会議書記には小木田主任を指名します。  

 議   長    本日の会議の日程につきましては、お手元に配布している議事日程に従い

進行いたします。ご異議ございませんか。  

『異議なし』の声  

 議   長    異議なしと認めます。それでは日程４、会務諸報告をお願いします。  

  田口局長    《会務諸報告の朗読及び説明》（９時１０分）  

 議   長    ありがとうございました。各推薦委員からの報告は議事終了後にお受けし

たいと思っております。それ では日程５、報告に入りたいと思います。事

務局よりお願いします。  

 竹下参事    報告１。昨年の１１月２８日に建議書を市長へ提出しました。それに対す

る回答が届いておりますのでご報告します。基盤整備対策については、引

き続き国、県へ働きかけるとなっております。担い手の確保の集落営農組

織化の支援については、２組織分の予算措置をしているということです。

認定農業者の確保、育成についても予算措置をしているということです。

地産地消対策の受給体制の整備については、平成２４年度は、マッチング

商談会の充実を図るということで、直売 所連絡協議会を充実させて協議し

ていくとなっております。食育については、昨年委嘱した食の伝道師によ

る地域の食育フェスタ等の開催により推進を図るとなっております。畜産



関係については、大覚野牧場の体制を整備し畜産振興を図るとなっており

ます。最後に夢プランについてですが、市の嵩上げ分が１２分の２から１

０分の１に引き下げられましたが、予算については増額して対応している

ということです。また、新たに夢プラン対象外の農家についても市単独助

成を創設して支援対策を講じているということです。概要については以上

です。次に、報告２に 移ります。農地改良届出書の提出があったのでご報

告します。農地改良主は○○地区の○○さん。改良する土地は○○２０番

地１他２筆の合計３筆。面積が１，２４３㎡です。改良目的は排水不良の

ため水路の高さまで盛り土するとなっております。工事施工者は○○地区

の○○さんです。期間は５月１５日から７月末日です。改良する農地の位

置ですが、前々回の総会で宅地分譲の案件でご審議いただいた農地の市道

を挟んで向かい側の農地です。農地改良ということですので、改良後も農

地として利用することになります。以上です。  

 小木田主任   続きまして報告３。農地法第３条の３第１項の規定による届出についてで

す。２件の届出があり、受理した旨の通知をしたのでご報告します。詳細

は資料に記載のとおりでございます。２件とも相続による所有権の取得と

なっております。続きまして報告４。農地の転用事実に関する回答書につ

いてです。５月２８日に高橋委員、佐藤孝典委員、沢山委員と事務局で現

地を確認しました。申請人は○○地区の○○さん。土地の所在は○○４番

地１。地目が畑。面積が３５０㎡です。現地確認の結果、土地の現況は非

農地と判断しました。申請地につきましては、昭和４８年１１月２ 日に５

条転用済でございます。当時の申請者は、○○地区の○○さん。転用目的

は物置小屋の建築となっております。当時の計画どおりに転用されている

ことを確認したので、法務局にその旨回答しております。土地の位置、配

置については資料のとおりでございます。以上です。  

 議   長    報告が終わりました。それでは議事に入ります。議案第２７号、農地法第

３条の規定による許可申請についてを上程します。説明をお願いします。  



 小木田主任   議案第２７号。農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３

条の規定により、別紙のとお り許可申請があったので審議のうえ許可の可

否を求める。平成２４年６月８日提出。仙北市農業委員会会長、羽川正幸。 

 小木田主任   内容について説明します。整理番号１番、農地の所在が○○２１３番地。

登記簿現況共に田。面積が７０㎡。３条有償移転の案件でございます。譲

渡人は○○地区の○○さん７２歳。譲受人は○○地区の○○さん６５歳。

申請事由は、相手方の要望により譲渡するとなっております。申請地につ

きましては、譲受人の自宅付近の農地でございます。受入世帯の稼働人員

は３人中２人が農作業従事。備考といたしまして、売買価格は １０ａ当た

り４０万円の総額２８千円となっております。続きまして整理番号２番。

農地の所在が○○２７３番地１。登記簿現況共に田。合計３筆の５，０８

４㎡。３条賃貸借新規の案件でございます。賃貸人は○○地区の○○さん

６２歳。未相続農地のため推定相続人に当たります。賃借人は同じく○○

地区の○○さん５８歳。申請事由は賃貸人が体調不良のため労力不足。賃

借人が経営規模の拡大となっております。申請地につきましては、賃借人

が耕作している農地付近の農地であります。受入世帯の稼働人員は６人中

４人が農作業従事。備考といたしまして、賃 借料が１０ａ当たり米１俵の

年額米５俵。期間が許可日より５年間となっております。続きまして整理

番号３番。農地の所在が○○８３番地１。登記簿現況共に田。面積が１，

７９０㎡。合計１８筆の１６，５４３㎡。３条賃貸借新規の案件でござい

ます。賃貸人は○○市の○○さん５０歳。未相続農地のため推定相続人に

当たります。賃借人は○○地区の○○さん５０歳。申請事由は賃貸人が農

地の管理が困難。賃借人が経営規模の拡大となっております。申請地につ

きましては、以前から賃借人が作業委託を受けていた農地であります。受

入世帯の稼働人員は５人中 ２人が農作業従事。備考といたしまして、賃借

料が１０ａ当たり２万円の年額３３０，８６０円。期間が許可日より３年

間となっております。整理番号４番からは更新の案件となっておりますの



で説明は割愛させていただきます。議案第２７号の各案件につきまして、

農地法第３条第２項各号に該当しない旨ご報告します。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。現地確認報告に入ります。整理番号１番について、

鈴木委員よりお願いします。  

 ９番鈴木    《整理番号１番について、３条調書に基づき現地確認報告》  

 議   長    次に、整理番号２番について、５番倉橋委員よりお願いします。  

 ５番倉橋    《整理番号２番について、３条調書に基づき現地確認報告》  

 議   長    整理番号３番については、担当の新山委員が欠席ですので、事前に提出さ

れた３条調書を参考に審議していただきたいと思います。  

 議   長    現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第２７号については、許可することにご異議ござ

いませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、議案第２７号については許可することに決

定します。    （９時２０分）  

 議   長    次に、議案第２８号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について

を上程します。説明をお願いします。  

 竹下参事    議案第２８号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について。農地

法第５条第１項の規定により、別紙のとおり許可申請があったので審議を

求めるものです。平成２４年６月８日提出。仙北市農業委員会会長、羽川

正幸。  

 竹下参事    内容について説明します。土地の所在が○○７ ４番地１。登記簿現況共に

田。面積が６０９㎡。合計３筆の１，２２０㎡。権利の設定は所有権移転

で、永年転用の案件でございます。譲渡人は○○地区の○○さん。譲受人

は○○市の有限会社○○です。転用目的は露天駐車場。施設は駐車場が７

１２．５㎡。出入口、通路等が５０７．５㎡です。転用理由は、申請地の



南側の土地において大型食品販売店舗を開店予定であるが、店舗正面にあ

る既存駐車スペースでは駐車台数が間に合わず、駐車場用地として使用し

たいとなっております。別冊資料をご覧ください。申請地の位置は○○店

の県道○○停車場線を挟んで 向かい側の土地でございます。次のページに

申請位置図を載せています。申請地の他に北側の宅地も一体的に駐車場と

して利用する計画です。資料３ページ以降に事業計画書を載せていますの

で説明します。土地の面積は先ほど説明したとおりです。売買価格につい

ては総額９２２万円で、単価が１０ａ当たり７５０万円となっております。

事業を行う理由につきましては、先ほど説明したとおりでございます。適

地として選定した理由は、立地条件として店舗から近い土地ということで

す。資金計画につきましては、事業費総額が１，１００万円。内訳は記載

のとおり でございます。資金は自己資金での対応となっております。一体

として利用する土地は５筆の７７９㎡。地目は何れも宅地です。駐車場と

いうことですので、若干造成してアスファルトを敷く計画です。次に、事

業計画一般についてです。事業主は○○市、○○市をはじめ、１２店舗を

展開中となっております。駐車スペースが５７台分で、一体として利用す

る土地を含めて２，０００㎡ほどです。次に、被害防除計画についてです。

申請地につきましては、隣接地が道路ということで隣接農地はありません。

雨水については道路側溝に自然流下する計画です。７、８ペ ージに各種図

面を載せています。申請地につきましては、都市計画区域内の近隣商業地

域の用途区域に指定されており第３種農地と判断されます。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。現地確認報告を２０番藤原委員よりお願いします。 

 20 番藤原    内容につきましては、事務局が説明したとおりでございます。５月３１日

に○○住宅の○○さんと事務局と私で現地を確認しました。申請地周辺は

譲渡人の土地ばかりでありまして、隣接者の関係については問題ないもの

と考えられます。排水関係も雨水は道路側溝に自然流下ということでした

ので問題ないと判断しました。以上です。  



 議   長    現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第２８号については、許可相当とすることにご異

議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、議案第２８号については、許可相当とする

ことに決定します。        （９時２９分）  

 議   長    次に、議案第２９号、農用地利用集積計画に対する意見決定についてを上

程しますが、私が利害関係者となっておりますので議長を藤村職務代理に

交代することにご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。それでは、藤村職務代理、議長席へどうぞ。  

        議長交代、会長退席（９時２９分）  

 議長代理    暫時議長を務めさせていただきます。円滑な議事進行に御協力よろしくお

願いいたします。それでは、議案第２９号、整理番号５番、６番、７番を

上程します。説明をお願いします。  

 藤原主任    議案第２９号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に対

する意見決定について。農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づき、

別紙のとおり農用地利用集積計画の策定について仙北市長より諮問を受け

たので、審議のうえ意見の決定を求めるものです。平成２４年６月８日提

出。仙北市農業委員会会長、羽川正幸。  

 藤原主任    議案第２９号の整理番号５番、６番、７番について説明します。農地の所

在、整理番号５番が○○１５３番地４。登記簿現況共に田。合計６筆の７，

７８１㎡。整理番号６番が○○２３４番地。登記簿現況共に田。面積が３，

７７９㎡の１筆。利用権設定新規の案件でございます。土地所有者は整理

番号５番が○○さん。６番が○○さん。同一世帯の家族でございます。受

けるのは農協を通して整理番号７番の○○さん２９歳。利用目的は水田と



して。期間は６年間。賃借料は１０ａ当たり５千円の年額５７，８００円

となっております。以上です。  

 議長代理    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議長代理    無いようですので、議案第２９号の整理番号５番、６番、７番については

適正と認めることにご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議長代理    異議無しと認めます。よって、整理番号５番、６番、７番については適正

と認めることに決定します。ここで議長を交代します。円滑な議事進行に

御協力いただきありがとうございました。  

        議長交代（９時３３分）  

 議   長    次に、整理番号２番を上程しますが、利害関係者の退席を求めます。２５

番辻委員お願いします。  

        ２５番辻退席（９時３４分）  

 議   長    説明をお願いします。  

 藤原主任    整理番号２番、所有権移転の案件でございます。先月の総会で買入協議と

してご審議いただいた案件ですが、予定どおり有限会社○○さんに移転さ

れるものです。農地の所在が○○６番地。登記簿現況共に田。面積が１，

７９７㎡。合計５筆の３１，０８３㎡。移転するのは秋田県農業公社。受

けるのは○○地区の有限会社○○。利用目的は水 田として。１０ａ当たり

５３万円の総額１６，４７３，９９０円。申請地は基盤整備済の圃場であ

ります。資金はスーパーＬ資金を活用するとのことでした。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、整理番号２番については適正と認めることにご異議ご

ざいませんか。  

        『異議無し』の声  



 議   長    異議無しと認めます。よって整理番号２番については適正と認めることに

決定します。辻委員の復帰をお願いします。  

        ２５番辻帰席（９時３６分）  

 議   長    次に、整理番号１２番、１３番を上程しますが、利害関係者の退席を求め

ます。１４番高橋委員お願いします。  

        １４番高橋退席（９時３６分）  

 議   長    説明をお願いします。  

 藤原主任    整理番号１２番、１３番について説明します。農地の所在が○○２５０番

地１。登記簿現況共に田。面積が８９０㎡。合計８筆の６，０２５㎡。利

用権設定新規の案件でございます。設定するのは○○地区の○○さん７６

歳。受けるのは農協を通して整理番号１３番の○○さん５ ２歳。利用目的

は水田として。期間は１０年間。賃借料は１０ａ当たり１８千円の年額１

０８，４５０円となっております。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、整理番号１２番、１３番については適正と認めること

にご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって整理番号１２番、１３番については適正と認

めることに決定します。高橋委員の復帰をお願いします。  

        １４番高橋帰席（９時３７分）  

 議   長    次に、整理番号２番、５番、６番、７番、１２番、１３番を除く案件を一

括上程します。説明をお願いします。  

 藤原主任    整理番号１番、所有権移転の案件から説明します。農地の所在が、○○１

４９番地１。登記簿現況共に田。面積が１，０５３㎡。合計１７筆の８，

７５２㎡。移転するのは○○地区の○○さん７３歳。受けるのは農業公社

を通して○○地区の○○さん６２歳。利用目的は水田として。売買価格は



１０ａ当たり１８８，７４３円の総額１６５万円となっております。資金

は公社分割型１０年を活用する予定でございます。続きまして整理番号３

番に移ります。農地の所在が○○１０５番地。登記簿現況共に田。面積が

１，９３８㎡。合計２筆の２，０５０㎡。こちらも公社を通して農地を買

い受ける案件でございまして、予定どおり○○地区の○○さんが買い受け

るものです。利用目的は水田として。売買価格は１０ａ当たり４８７，８

０４円の総額１００万円となっております。資金はＪＡ資金を活用する計

画です。続きまして整理番号４番。農地の所在が○○７７３番地。登記簿

現況共に田。面積が４，１６０㎡。移転するのは○○地区 の○○さん７７

歳。受けるのは同じく○○地区の○○さん４７歳。利用目的は水田として。

売買価格は１０ａ当たり５７６，９２３円の総額２４０万円。資金はＪＡ

資金を活用する計画でございます。続きまして利用権設定の案件について

説明します。整理番号は８番からです。農地の所在が○○９２番地２。登

記簿現況共に田。面積が２９５㎡。合計４筆の４，８４１㎡。設定するの

は○○地区の○○さん８１歳。受けるのは農協を通して整理番号９番の○

○さん６５歳。利用目的は水田として。期間は１０年間。賃借料は田が１

０ａ当たり１２千円。畑が無料の年額 ４１，９４０円となっております。

続きまして整理番号１０番。農地の所在が○○４２０番地。登記簿現況共

に田。面積が４，３６５㎡。設定するのは○○地区の○○さん８３歳。未

相続農地につき、推定相続人に当たります。受けるのは農協を通して○○

地区の○○さん５８歳。利用目的は水田として。期間は６年間。賃借料は

１０ａ当たり１５千円の年額６５，４７５円となっております。続きまし

て整理番号１４番に移ります。農地の所在が○○１０１番地１。登記簿現

況共に田。面積が７８４㎡。合計３筆の２，１４４㎡。設定するのは○○

地区の○○さん７５ 歳。未相続農地につき、推定相続人に当たります。受

けるのは農協を通して○○地区の○○さん６２歳。利用目的は水田として。

期間は７年間。賃借料は１０ａ当たり１万円の年額２１，４４０円となっ



ております。続きまして整理番号１６番。農地の所在が○○４３番地。登

記簿現況共に田。面積が１，１４７㎡。設定するのは○○地区の○○さん

７８歳。受けるのは農協を通して○○地区の○○さん５９歳。利用目的は

水田として。期間は９年間。賃借料は１０ａ当たり１３，０７８円の年額

１５千円となっております。続きまして整理番号１８番。農地の所在が○

○１１８番地。登記簿現況共に田。面積が２，９３５㎡。合計１３筆の１

７，６５６㎡。設定するのは○○地区の○○さん６７歳。受けるのは農協

を通して○○地区の○○さん６１歳。利用目的は水田として。期間は１０

年間。賃借料は○○９８番地４が無料。他は１０ａ当たり１６千円の年額

２６６，６７２円となっております。続きまして整理番号２０番からは、

農協を通さない案件でございます。農地の所在が○○１４７番地。登記簿

現況共に田。面積が１，１３４㎡。合計４筆の５，４９０㎡。設定するの

は○○地区の○○さん５６歳。受けるのは同じく○○地 区の○○さん６１

歳。利用目的は水田として。期間は１０年間。賃借料は１０ａ当たり米１

俵の年額６俵となっております。続きまして整理番号２１番。農地の所在

が○○１５１番地。登記簿現況共に田。面積が１，３１２㎡。合計２筆の

２，６９１㎡。設定するのは○○地区の○○さん５４歳。受けるのは○○

さん６１歳。利用目的は水田として。期間、賃借料単価については整理番

号２０番と同様。年額米３俵となっております。続きまして整理番号２２

番。農地の所在が○○２２９番地１。登記簿現況共に田。面積が９０８㎡。

合計２筆の１，９５４㎡。設定する のは○○地区の○○さん６２歳。未相

続農地につき推定相続人に当たります。受けるのは同じく○○地区の○○

さん４９歳。利用目的は水田として。期間は３年間。賃借料は１０ａ当た

り１２千円の年額２３，４４８円となっております。続きまして整理番号

２３番。農地の所在が○○２４６番地。登記簿現況共に田。面積が２，１

８９㎡。合計３筆の４，４５３㎡。設定するのは○○地区の○○さん８５

歳。受けるのは同じく○○地区の○○さん５５歳。利用目的は水田として。



期間は６年間。賃借料は１０ａ当たり米２俵の年額８．５俵となっており

ます。続きまして整理番号２４番。農地の所在が○○２０６番地１。登記

簿現況共に田。面積が２８０㎡。設定するのは整理番号２３番の○○さん

の息子さんで○○さん６４歳。受けるのは○○さん。利用目的は水田とし

て。期間、賃借料単価は整理番号２３番と同様。年額米０．５俵となって

おります。続きまして整理番号２５番。農地の所在が○○６９番地１。登

記簿現況共に田。面積が１，０５７㎡。合計５筆の５，９３４㎡。設定す

るのは○○地区の○○さん８０歳。受けるのは○○地区の有限会社○○。

利用目的は水田として。期間は１０年間。賃借料は１０ａ当たり１２千 円

の年額７１，２０８円となっております。続きまして整理番号２６番。農

地の所在が○○４４番地１。登記簿現況共に田。面積が１，１８３㎡。設

定するのは○○市の○○さん７４歳。受けるのは有限会社○○。利用目的

は水田として。期間は５年間。賃借料は１０ａ当たり１５千円の年額１７，

７４５円となっております。続きまして整理番号２７番。農地の所在が○

○２０８番地。登記簿現況共に田。面積が１，０８０㎡。合計６筆の５，

５４５㎡。設定するのは○○地区の○○さん７５歳。受けるのは同じく○

○地区の○○さん６５歳。利用目的は水田として。 期間は５年間。賃借料

は１０ａ当たり１５千円の年額８３，１７５円となっております。整理番

号２８番からは再設定の案件でございますので説明は割愛させていただき

ます。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

         『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第２９号の整理番号２番、５番、６番、７番、１

２番、１４番を除く案件については適正と認めることにご異議ございませ

んか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、議案第２９号の整理番号２番、５番、６番、



７番、１２番、１４番を除く案件については適正と認めることに決定しま

す。    （９時５３分）  

 議   長    次に、議案第３０号、現況非農地証明願に対する可否決定についてを上程

します。説明をお願いします。  

 竹下参事    議案第３０号、現況非農地証明願に対する可否決定について。別紙のとお

り、現況非農地証明願の提出があったので、審議のうえ許可の可否を求め

る。平成２４年６月８日提出。仙北市農業委員会会長、羽川正幸。  

 竹下参事    内容について説明します。整理番号１番。農地の所在が○○１４７番地４。

登記簿地目田。現況宅地。面積は５２７㎡でございます。申請人は○○地

区の○○さん。非農地の事由は平成８年６月宅地化となっております。申

請地につきましては、平成８年６月２７日に転用許可済の土地でございま

す。別冊資料をご覧ください。申請地の位置は市道○○線を○○から○○

方面へ向かい、○○公園入り口手前を右に入って数百メートルのところで

す。先ほども説明しましたが、既に転用許可済の案件で、転用目的は住宅

の建築でございました。現況写真で住宅が建ってい るのが確認できます。

続きまして整理番号２番。農地の所在が○○６８番地２。登記簿地目田。

現況地目宅地。面積が１７２㎡。申請人は○○県の○○さん。非農地の事

由は昭和４２年宅地化となっております。申請地は昭和４２年１１月３０

日に転用許可済の土地でございます。転用目的は住宅の建築です。申請地

の位置ですが、○○中学校のグラウンドの市道を挟んで向かい側に○○ア

パートがあります。そこから○○川方向へ数百メートル入ったところの土

地でございます。現況写真で住宅が建っているのが確認できます。以上で

す。  

 議   長    説明が終わりました。現地確認報告を整理番号１番については８番大山委

員よりお願いします。  

 ８番大山    ５月２８日に高橋委員、沢山委員、事務局と私で現地を確認しました。前

もって申請人からの聞き取りもしております。この案件については、事務



局の説明のとおり平成８年に転用許可済であり、同年７月に施工。８月に

住宅が完成し計画どおりに転用されたものです。以上です。  

 議   長    ありがとうございました。次に、整理番号２番については２３番佐藤委員

よりお願いします。  

 23 番佐藤    ６月４日に藤村代理、青柳委員、事務局と私で 現地を確認しました。こ

の案件につきましても、現況写真で確認できるとおり計画どおりに転用さ

れたものです。以上です。  

 議   長    現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第３０号については許可することにご異議ござい

ませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、議案第３０号、現況非農地証明願に対する

可否決定については許可することに決定します。（１０時０５分）  

 議   長    予定されていた議案は終了しました。各推薦委員からの報告等ございまし

たらお願いします。  

 10 番藤川    議長。  

 議   長    どうぞ。  

 10 番藤川    農協からの報告です。前回総会で放射性物質について要望があったので

それについてご報告します。５月１２日に組合長と営農経済部長との会議

があり、その中で伺ったところ、おばこ農協では独自の測定は行わないと

いう回答でした。県及び市につきましては、現在の品目よりも更に細かい

所まで検査していただくように要請するとのことでした。以上です。  

 議   長    他にありませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    次に、事務局より協議連絡事項についてお願いします。  

 竹下参事    市長と農業委員との意見交換会の開催についてです。日時につきまして



は、７月１１日の第９回総会終了後に、恐らく午後３時頃からになると思

います。場所は西木総合開発センター集会室です。以上です。  

 議   長    意見交換のテーマについてですが、専門委員長と事務局で協議し、決定す

ることとしますがよろしいですか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    そ れ で は 、 そ の よ う な 方 向 で テ ー マ を 決 め た い と 思 い ま す 。         

（閉  会）  

 議   長    以上をもちまして平成２４年第８回仙北市農業委員会総会を閉会いたし

ます。お疲れ様でした。（１０時２３分）  
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